
（ 浅 野 会 員 に は 内 容 証 明 付 郵 便 で 送 付 し た の で 、 下 記

は 、 実 際 の 形 状 と 異 な り ま す 。 内 容 は 同 一 で す 。）  
2 0 1 5 年 9 月 1 1 日  

 
浅 野 健 一 様  
 
平 素 よ り マ ス ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 会 の 運 営 に ご 協

力 い た だ き あ り が と う ご ざ い ま す 。  
 
	 第 3 4 期 編 集 委 員 会 ま で お 送 り い た だ い た ワ ー ク シ

ョ ッ プ の 記 録 に つ い て 、 お 願 い が あ り メ ー ル い た し ま

し た 。 お 送 り い た だ い た 原 稿 を 『 マ ス ・ コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 研 究 』に 掲 載 す る に 際 し て 、第 3 5 期 理 事 会 で 審
議 い た し ま し た 。 と 申 し ま す の も 、 依 頼 し た ワ ー ク シ

ョ ッ プ の 記 録 は 、 当 日 の 報 告 と 意 見 交 換 の 内 容 を 要 約

し 記 録 と し て 残 し て お く こ と を 目 的 と し た も の で す が 、

原 稿 を 受 け 取 っ た 編 集 委 員 会 よ り 貴 原 稿 に ワ ー ク シ ョ

ッ プ の 内 容 と は 関 係 の な い 記 述 が 含 ま れ て い る と の 指

摘 が あ っ た た め で す 。  
	 理 事 会 で の 審 議 の 結 果 、貴 原 稿 の な か で「 5 月 1 4 日
発 行 の 学 会 会 報 に 掲 載 さ れ た 司 会 者 ・ 浅 野 の 『 所 属 』

は 」 か ら 始 ま る 最 後 の 段 落 に つ い て 、 削 除 を 含 む 改 稿

を お 願 い す る こ と と な り ま し た （ 該 当 箇 所 に は 、 貴 原

稿 に 網 掛 け を し て い ま す ）。  
	 以 上 の 経 過 に つ い て ご 賢 察 い た だ き 、 お 送 り い た だ

い た ワ ー ク シ ョ ッ プ の 記 録 を 改 稿 い た だ き ま す よ う お

願 い い た し ま す 。 ご 多 用 中 恐 れ 入 り ま す が 、 改 稿 さ れ

た 原 稿 は 、 学 会 誌 の 編 集 作 業 の 都 合 上 、 ９ 月 末 日 ま で

に ご 回 送 い た だ け れ ば 幸 い で す 。  
	 な お 、 今 回 の 改 稿 は 理 事 会 の 審 議 を 経 た も の で す の

で 、 理 事 会 の 庶 務 を 担 当 し て い る 総 務 担 当 理 事 の 藤 田

真 文（ 法 政 大 学 ）を 連 絡 責 任 者 と さ せ て い た だ き ま す 。



改 稿 い た だ い た 原 稿 は 電 子 メ ー ル で 藤 田 理 事

（ m f u j i t a @ h o s e i . a c . j p）  
あ て か 、 ま た は 郵 送 で 日 本 マ ス ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

学 会 事 務 局 （ 〒 1 0 8 - 8 3 4 5 	 東 京 都 港 区 三 田  
2 丁 目 1 5 - 4 5 慶 應 義 塾 大 学 	 三 田 キ ャ ン パ ス 	 研 究 室
棟 ） ま で お 送 り く だ さ い 。 	  

日 本 マ ス ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 会  
	 	 	 	 会 長 	 大 石 	 裕  

 
  



（ 浅 野 会 員 原 稿 （ 網 掛 け あ り ））  
日 本 マ ス ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 会  
	 3 4 期 編 集 委 員 会 委 員 長  
成 田 康 昭 様  
 e d i t o r m s c o m @ j m s c o m . o r g 	  
（ 原 稿 は 3 5 期 編 集 委 員 会 宛 て と な り ま す ）  
 
第 8 8 号 『 マ ス ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 研 究 』 掲 載 用 ・
報 告 1 8 0 0 字 以 内  
 
 
ワ ー ク シ ョ ッ プ 7  
「 警 察 リ ー ク と 犯 人 断 定 報 道 ― 袴 田 事 件 か ら 氷 見 事 件

ま で 」  
 

1 9 6 6 年 に 静 岡 県 で み そ 製 造 会 社 専 務 一 家 4 人 が 死

亡 し た 殺 人 事 件 で 死 刑 が 確 定 、 静 岡 地 裁 が 2 0 1 4 年 3
月 2 7 日 、再 審 開 始 を 決 定 し た「 袴 田 事 件 」の 捜 査 段 階
に お け る 報 道 を 検 証 し た 。 地 裁 決 定 の 日 に 釈 放 さ れ た

袴 田 巌 さ ん の 姉 、 袴 田 秀 子 さ ん （ 浜 松 市 在 住 ） が 参 加

し た 。  
問 題 提 起 者 の 人 権 と 報 道 ・ 連 絡 会 事 務 局 長 、 山 際 永

三 さ ん （ 日 本 映 画 監 督 協 会 ・ 理 事 ） は 国 立 国 会 図 書 館

で 、 当 時 の 全 国 紙 、 静 岡 新 聞 、 中 日 新 聞 の 記 事 を コ ピ

ー し て ワ ー ク シ ョ ッ プ の 会 場 で 配 布 し た 。 毎 日 新 聞 の

記 事 は 本 数 、 ス ペ ー ス と も に 、 圧 倒 的 に 多 く 、 犯 人 視

報 道 ば か り だ っ た 。  
毎 日 は 1 9 6 6 年 8 月 1 8 日 朝 刊 で 、《 従 業 員 「 袴 田 」

に 逮 捕 状 》 な ど と い う 大 見 出 し の 記 事 で 逮 捕 を “ ス ク

ー プ ”し た 。9 月 1 2 日 付 静 岡 版 ト ッ プ に 、「“ 科 学 捜 査 ”
の 勝 ど き 」 と い う 見 出 し の 佐 々 木 武 惟 （ た け こ れ ） 静

岡 支 局 長 （ 2 0 0 7 年 に 死 去 ） の 署 名 記 事 （ ７ 段 ） が 載 っ



て い る 。 佐 々 木 氏 は 《 当 局 の 地 道 な 努 力 》 を 持 ち 上 げ

る 一 方 で 、 袴 田 さ ん を 《 情 操 が 欠 け 、 一 片 の 良 心 も 持

ち 合 わ せ て い な い 》 と 攻 撃 し た 。  
山 際 さ ん は 、 佐 々 木 氏 が 元 毎 日 新 聞 社 会 部 長 の 肩 書

で 出 版 し た 『 事 件 記 者 ― ス ク ー プ に か け た 3 0 年  』
（ 1 9 8 0 年 、 グ リ ー ン ア ロ ー ・ ブ ッ ク ス )の 中 の 記 述 を
取 り 上 げ た 。佐 々 木 氏 が 同 書 を 出 版 し た 年 の 1 1 月 、最
高 裁 が 上 告 を 棄 却 し 、 死 刑 判 決 が 確 定 し て い る 。  
同 書 に よ る と 、「シ ン パ 刑 事 」の 捜 査 員 が 袴 田 さ ん 逮

捕 の 前 夜 、 支 局 3 階 に あ る 支 局 長 宅 ま で 来 て 、 翌 朝 の
逮 捕 を 逮 捕 時 の 警 官 6 0 人 の 配 置 図 ま で 書 い て 伝 え て

く れ た と い う 。 県 警 の 刑 事 へ の 連 日 の 「 夜 討 ち 」 で 入

手 し た「 逮 捕 状 を と っ た 」「 袴 田 あ す 逮 捕 」情 報 を 確 認

す る た め 、 東 京 本 社 社 会 部 を 通 じ 、 警 察 庁 の 幹 部 に 警

察 庁 へ 当 て さ せ た と い う 記 述 も あ っ た 。  
山 際 さ ん は 比 較 的 新 し い リ ー ク の 事 例 と し て 、 2 0 0 2

年 に 富 山 県 氷 見 市 で 起 き た 強 か ん 事 件 で 逮 捕 ・ 起 訴 さ

れ 、 服 役 後 に “ 真 犯 人 ” が 現 れ た 冤 罪 ・ 氷 見 事 件 の 柳

原 浩 さ ん の ケ ー ス と 比 較 し 、 警 察 と 報 道 の 関 係 は 袴 田

事 件 の こ ろ と 変 わ っ て い な い と 指 摘 し た 。 氷 見 事 件 で

は 、「 余 罪 」 に 関 す る リ ー ク 読 売 新 聞 記 事 （ 0 2 年 4 月
1 6 日 ） と 同 じ 情 報 が 、「 捜 査 指 揮 簿 」（ 同 1 5 日 ） と い
う 内 部 記 録 に 残 さ れ て い た こ と が 判 明 し て い る 。  
静 岡 地 裁 の 再 審 開 始 決 定 か ら １ 年 半 に な る が 、 検 察

の 時 間 稼 ぎ の 不 当 な 東 京 高 裁 へ の 即 時 抗 告 に よ っ て 、

再 審 開 始 決 定 は ま だ 正 式 に は 決 ま っ て い な い 。  
山 際 さ ん は 、 メ デ ィ ア が D N A 型 鑑 定 で 地 裁 の 再 審

決 定 が 出 た か の よ う に 報 道 し て い る の は 間 違 い だ と 述

べ た 。記 事 の 書 き 出 し で 、「再 審 開 始 決 定 の 決 め 手 と な

っ た D N A 型 鑑 定 」 (中 日 新 聞 )と 書 く 報 道 機 関 が 多 い 。 
山 際 さ ん の 報 告 後 、参 加 者 と の 討 論 が 行 わ れ た 。「警

察 官 に よ る メ デ ィ ア 記 者 へ の リ ー ク は 公 務 員 法 の 守 秘



義 務 違 反 で は な い か 」 と い う 見 解 に 対 し 、 司 会 の 浅 野

は 「 冤 罪 を 暴 く な ど の 内 部 告 発 的 な 情 報 提 供 も あ る の

で 法 的 対 応 で は な く 、 社 会 的 に 解 決 す る し か な い 」 と

述 べ た 。 ま た 、 警 察 の 記 者 ク ラ ブ 加 盟 の メ デ ィ ア へ の

報 道 管 制 が 強 ま り 、 当 局 に と っ て 都 合 の い い 情 報 し か

伝 わ ら な い 構 造 に な っ て い る こ と を 報 道 界 は 深 刻 に 受

け 止 め る べ き だ と 指 摘 し た 。  
同 志 社 大 学 で 留 学 生 に 日 本 語 ・ 文 化 を 教 え て い る 教

員 は 「 新 聞 の 読 み 方 、 テ レ ビ の 見 方 を 教 え て い る が 、

事 件 報 道 だ け で な く 、 報 道 記 者 が 当 局 の 言 い 分 だ け を

報 じ て い る ケ ー ス が 多 い こ と を 学 生 に 知 ら せ な け れ ば

な ら な い 」 と 話 し た 。  
秀 子 さ ん に よ る と 、 巌 さ ん は 自 分 が 逮 捕 さ れ た 当 時

の 記 事 を 見 て い な い 。「書 か れ る 側 」が 読 ま な い と い う

前 提 で 取 材・報 道 が 行 わ れ て い る の は 極 め て 非 正 常 だ 。

袴 田 さ ん の 家 族 が 報 道 に よ っ て 受 け た ダ メ ー ジ は 非 常

に 大 き い 。  
本 ワ ー ク シ ョ ッ プ に つ い て 、 京 都 の 司 法 記 者 ク ラ ブ

と 大 学 記 者 ク ラ ブ に 案 内 文 （ 秀 子 さ ん 参 加 情 報 も ） を

送 っ た が 、 一 社 も 取 材 に 来 な か っ た 。  
5 月 1 4 日 発 行 の 学 会 会 報 に 掲 載 さ れ た 司 会 者・浅 野

の 「 所 属 」 は 「 同 志 社 大 学 （ 学 校 法 人 同 志 社 と 地 位 確

認 係 争 中 ）」 と な っ て い た 。 1 9 9 4 年 以 降 、 私 の 所 属 は

「 同 志 社 大 学 」 で あ っ た 。 学 会 役 員 は 4 月 か ら 、 所 属
に つ い て 何 度 も 尋 ね て き た 。私 は 、な ぜ 1 4 年 度 ま で の
表 記 で は ダ メ な の か 、 ど こ の 誰 が 問 題 に し て い る の か

を 役 員 に 尋 ね た が 、 納 得 の い く 説 明 は な か っ た 。 新 表

記 に 違 和 感 も 残 る が 、 私 が 同 志 社 か ら 解 雇 さ れ 京 都 地

裁 に 地 位 確 認 請 求 訴 訟 を 起 こ し て 裁 判 中 で あ る 事 実 を

学 会 会 員 に 知 っ て も ら え て よ か っ た 。 浅 野 は 「 所 属 問

題 で の 見 解 」 文 書 を 学 会 で 配 付 し た 。 希 望 者 に は 送 付

し た い 。 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                                                                     



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
（ 参 加 者 1 2 名 ）（ 浅 野 健 一 ）  


